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３
月
・
４
月
は
転
勤
や
進
学
な
ど
で
、
住
所
変
更
が
最
も
多

い
時
期
で
す
。
新
地
町
に
移
っ
て
き
た
と
き
や
、
町
外
に
移
る

と
き
に
は
住
民
登
録
に
か
か
る
転
入
・
転
出
等
の
届
出
が
必
要

で
す
。
忘
れ
ず
届
出
期
間
中
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
住
民
登
録
】

　

住
所
を
変
更
し
た
と
き
に
は
、

役
場
へ
住
民
登
録
の
届
出
が
必
要

で
す
。

　

正
し
い
住
所
を
届
け
て
お
か
な

い
と
、
町
に
お
け
る
各
種
行
政
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
子
ど
も
の

予
防
接
種
や
入
学
に
ま
で
影
響
が

出
て
き
ま
す
。
下
表
の
届
出
事
項

に
該
当
す
る
方
は
、
必
ず
期
間
内

に
役
場
町
民
課
に
届
出
て
く
だ
さ

い
。

【
印
鑑
登
録
】

　

印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
金
銭
の

貸
し
借
り
や
登
記
な
ど
に
使
わ
れ

る
大
切
な
も
の
で
す
。

　

病
気
や
仕
事
な
ど
で
本
人
が
お

越
し
に
な
れ
な
い
場
合
に
は
、
代

理
で
の
申
請
が
で
き
ま
す
が
、
本

人
（
自
筆
）
の
委
任
状
（
代
理
人

選
任
届
等
）、
代
理
人
の
印
鑑
、

代
理
人
の
身
分
証
明
書
等
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
場
合

に
は
登
録
本
人
宛
に
照
会
文
書
を

郵
送
し
て
、
申
請
に
相
違
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
２
、

３
日
程
度
の
日
数
を
要
し
ま
す
。

　

ま
た
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交

付
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
印
鑑

登
録
証
（
カ
ー
ド
）
を
忘
れ
ず
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
】

　

本
人
に
な
り
す
ま
し
、
転
出
や

転
入
な
ど
の
届
出
を
す
る
こ
と
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
町
で
は
、

住
民
の
異
動
届
出
や
印
鑑
登
録
な

ど
を
さ
れ
る
方
に
身
分
証
明
書
を

提
示
し
て
い
た
だ
き
、
本
人
確
認

を
行
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
不
明

な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
町
民

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

住所変更等の届出
届出事項 届出期間 持参するもの

転入届
（他市町村から

　　引っ越してきたとき）

新地町に住み始めた日から
14 日以内

・届出人の印鑑
・転出証明書（前住所地で交付されたもの）
・通知カード又は個人番号カード
・本人確認書類（※）

転出届
（他市町村に引っ越すとき）

転出先・転出する日が
決まったら速やかに

・届出人の印鑑
・印鑑登録証（登録者のみ）
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

転居届
（町内で住所を変えたとき）

住所を移した日から
14 日以内

・届出人の印鑑
・通知カード又は個人番号カード
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

世帯主変更届 変更した日
・届出人の印鑑
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

（※）本人確認書類とは、運転免許証、個人番号カード、住基カード（写真入り）やパスポートなど官公庁
　　  発行の写 真入りの身分証明書（有効期限内のもの）などです。

届
出
を
忘
れ
ず
に

◎問い合わせ　町民課（電話：６２－２１１５）

３.20
2019
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新
入
学
児
童
・
園
児
の

　
交
通
事
故
防
止
運
動

　

新
入
学
児
童
・
園
児
の
交
通
事

故
防
止
運
動
が
４
月
６
日
㈯
か
ら

12
日
㈮
ま
で
の
７
日
間
に
わ
た
り

行
わ
れ
ま
す
。
交
通
ル
ー
ル
の
遵

守
と
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践

を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

歩
行
者
を　

守
る
気
づ
か
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

思
い
や
り

運
動
の
重
点

１
新
入
学
児
童
・
園
児
の
交
通
事

　

故
防
止

２
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

　

と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し

　

い
着
用
の
徹
底

３
道
路
横
断
中
の
交
通
事
故
防
止

　

と
ゆ
ず
り
あ
い
運
転
の
実
践

問
町
民
課

　

６
２
―
２
１
１
６

　

児
童
館
の
中
に
あ
る
遊
具
で
遊

ん
だ
り
、
保
護
者
同
士
の
情
報
交

換
や
交
流
も
出
来
る
ほ
か
、
絵
本

の
読
み
聞
か
せ
や
手
遊
び
も
行
っ

て
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

日
時　

平
日
10
時
～
12
時

場
所　

新
地
町
児
童
館

問
新
地
町
児
童
館

　

６
２
―
４
４
３
２

運転免許証の自主返納を支援します
　町では、運転免許証を自主的に返納した方の日常生活における利便性を確保し、高齢者等の
運転による交通事故防止を図るため、運転免許証自主返納支援事業を行っています。
対象者　次の①②すべてに該当する方
①自主返納時及び交付申請時において、新地町に住所を有する方
②平成 30 年４月１日以降に運転免許証を自主返納し、「運転経歴証明書」または
　「運転免許の取消通知書」をお持ちの方
※運転免許証を更新せずに有効期限が切れた場合には、この事業の対象とはなりません。
支援内容　「新地町のりあいタクシーしんちゃんＧＯ」の利用券を５セット交付します。
　　　　　（１セット 11 枚綴り）※交付は、１人１回限り。

【申請手順】

◎問い合わせ　運転免許証の自主返納手続きについて　相馬警察署（電話：３６－３１９１）
　　　　　　　運転免許証自主返納支援事業について　町民課（電話：６２―２１１６）

手順１ 運転免許証の自主返納手続き

申請場所
・相馬警察署または運転免許センター
  平日のみ８時 30 分～ 12 時、13 時～ 14 時
申請に必要なもの
・運転免許証
・運転経歴証明書発行手数料　１，０００円
（65 歳以上の本人が相馬警察署で申請した場
合には負担なし）
注意事項
・「運転免許の取消通知書」は即日交付され　
　ます。
・相馬警察署で「運転経歴証明書」の申請をし
   た場合には、交付まで約２週間かかります。

手順２ 運転免許証自主返納支援事業の手続き

申請場所
・役場町民課
　平日のみ８時 30 分～ 17 時 15 分
申請に必要なもの【①＋②または①＋③＋④】
①印鑑
②運転経歴証明書
③運転免許の取消通知書
④本人確認書類１点（旅券、個人番号カード等）
   または２点（健康保険証、介護保険証、後期
　　　　　　　高齢者証、年金手帳等）
注意事項
・その他の本人確認書類として有効なものに
　ついては、町民課にお問い合わせください。
・支援事業の申請期限は自主返納日から１年
   です。

☎

☎　「
な
か
よ
し
ひ
ろ
ば
」
に

　
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か

　

新
地
町
児
童
館
で
は
、保
育
所
・

幼
稚
園
に
入
る
前
の
親
子
を
対
象

に
「
な
か
よ
し
ひ
ろ
ば
」
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

　
平
成
31
年
度

　
固
定
資
産
税

　
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

平
成
31
年
度
固
定
資
産
税
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。

　

こ
れ
は
、
平
成
31
年
度
の
固
定

資
産
税
の
基
礎
と
な
る
も
の
で

す
。資
産
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
間

４
月
１
日
㈪
～
５
月
７
日
㈫

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

８
時
30
分
～
17
時

場
所

新
地
町
役
場　

税
務
課

問
税
務
課

　

６
２
―
２
１
１
９

☎
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東
日
本
大
震
災
に
よ
り

　
被
災
さ
れ
た
方
へ

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
の

一
部
負
担
金
等
の
免
除
期
間
が

延
長
に
な
り
ま
す

　

町
で
は
、
震
災
等
で
被
災
さ
れ

た
方
の
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担

や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担

の
免
除
期
間
を
、
平
成
32
年
３
月

31
日
ま
で
延
長
し
ま
す
。（
原
発

事
故
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
は
平

成
31
年
７
月
31
日
ま
で
）

【
対
象
者
】

　

災
害
救
助
法
の
適
用
地
域
や
被

災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
適
用
地

域
の
住
民
で
、
次
の
①
か
ら
⑥
に

該
当
す
る
方

①
住
家
の
全
半
壊
、
全
半
焼
ま
た

　

は
こ
れ
に
準
ず
る
被
災
を
し
た

　

方
②
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま

　

た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
方

③
主
た
る
生
計
維
持
者
の
行
方
が

　

不
明
の
方

④
主
た
る
生
計
維
持
者
が
業
務
を

　

廃
止
・
休
止
し
た
方

⑤
主
た
る
生
計
維
持
者
が
失
職

　

し
、
現
在
収
入
が
無
い
方

⑥
原
発
事
故
に
よ
る
避
難
指
示
区

　

域
等
の
住
民
の
方

※
④
、
⑤
に
該
当
す
る
方
は
役
場

健
康
福
祉
課
に
て
新
た
に
申
請
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
⑥
の
う
ち
、
特
定
避
難

勧
奨
地
点
、
緊
急
時
避
難
準
備
区

域
及
び
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域

指
定
が
解
除
さ
れ
た
区
域
の
対
象

の
方
で
、
上
位
所
得
者
に
該
当
す

る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

【
免
除
証
明
書
の
有
効
期
間
】

①
～
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

平
成
32
年
３
月
31
日

※
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
使
用

す
る
免
除
証
明
書
は
３
月
末
日
ま

で
に
郵
送
し
ま
す
。

⑥
に
該
当
す
る
方

平
成
31
年
３
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

平
成
31
年
７
月
31
日

※
２
月
中
旬
か
ら
免
除
証
明
書
を

順
次
発
送
し
て
い
ま
す
。

※
医
療
機
関
を
受
診
ま
た
は
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
際
は
保
険
証

と
い
っ
し
ょ
に
必
ず
窓
口
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

問
健
康
福
祉
課

　

６
２
―
２
９
３
１

☎

Yahoo! 防災速報
「新地町からの緊急情報」の配信を開始します

　町は、ヤフー株式会社と「災害に係る情報発信等に関する協定」を締結しました。
　災害発生時や災害発生の恐れがある場合に、Yahoo! JAPAN が提供するアプリ「Yahoo! 防災
速報」をダウンロードしている方に「新地町からの緊急情報」として避難所の開設情報や注意
喚起情報を配信します。
　スマートフォンをお持ちの方は是非ご活用ください。
　※パソコンや従来型の携帯電話でもメール版をご利用いただけます。（メール版のご利用に
は Yahoo! JAPAN ID が必要です。）
　また、事前に配信テストを以下の日程で行います。

配 信 テ ス ト：平成 31 年３月 27 日㈬（13 時～ 16 時の間に配信予定）
　　　　　　　※実際に警報等が発令された場合は配信テストは実施しません。

配 信 開 始 日：平成 31 年４月１日㈪

緊急情報の受信方法
　Yahoo! 防災速報紹介ページから「Yahoo! 防災速報アプリ」をダウンロードしてください。
　

◎問い合わせ　総務課（電話：６２－２１１１）

Yahoo!防災速報サイト
https://emg.yahoo.co.jp/



しんちまちこぐまサロンの
ご案内

　新地町では、特定非営利活動法人ポラリスと
共同で平成 30 年 12 月から「しんちまちこぐま
サロン」を開催しています。
　障がいや発達、心のケアについて相談したい
方及びそのご家族・支援者のためのサロンとし
て、月 2 回程度の開催を予定しています。
　お気軽にご参加ください。

開催月日　４月９日㈫・25日㈭
開催時間　午前の部　10時～12時
　 　　午後の部　13時～14時45分
場 所　町保健センター
参 加 費　無料

◎問い合わせ　
　特定非営利活動法人ポラリス
　　（電話：０２２３―３６―７４１３）
　健康福祉課（電話：６２－２９３１）

休日在宅歯科当番医

   ７日㈰　木幡歯科医院
（鹿島区）　４６- ２２４４

14 日㈰　新開歯科医院
（相馬市）　３６- ３２１４

21 日㈰　大町病院
（原町区）　２４- ２３３３

28 日㈰　山本歯科医院
（相馬市）　３５- ２８５３

29 日㈪　山田歯科医院
（原町区）　２３- ２７０９

30 日㈫　菅野歯科医院
（相馬市）　３６- １５２５

 診療時間　９時～ 16 時

４月

休日在宅当番医

  ７日㈰　わたなべ胃腸内科
（相馬市）　２６- ５０６１

14 日㈰　すぎやまこどもクリニック
（相馬市）　２６- ５１１１

21 日㈰　米村胃腸科内科医院
（相馬市）　３５- ２８８０

28 日㈰　菜のはなこどもクリニック
（相馬市）　３６- ８７３９

29 日㈪　阿部クリニック
（相馬市）　３５- ２５５３

30 日㈫　渡辺病院
（新地町）　６３- ２１００

 診療時間　９時～ 16 時

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎☎

☎☎

無料法律相談所
　町では、弁護士および司法書士による無料法

律相談所を開設します。

開設日

①司法書士による相談　 ４月９日㈫

②弁護士による相談　　 ４月 16 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　

相談内容　生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（電話：３６―４７８９）

福島県司法書士会（電話：０２４―５３４―７５０２）

町民課（電話：６２―２１１６）

行政相談
４月10日㈬　10時～15時　保健センター

心配ごと相談
４月10日㈬・22日㈪　10時～15時　保健センター

交通事故相談
４月２日㈫　９時～17時　役場１０１相談室

☎ ☎

検察審査会制度を
ご存じですか？

　検察審査会制度は、検察官が被疑者を起訴し
なかったこと（不起訴処分）がよかったのかど
うかを、11 人の検察審査員が審査する制度です。
検察審査員は、20 歳以上で選挙権を有する国民
の中からくじで選ばれます。検察審査員に選ば
れましたら、ぜひ会議にご出席ください。
　また、事件を起こした人が不起訴処分となっ
たことに納得がいかない場合は、犯罪の被害に
あった人や犯罪を告訴・告発した人が、検察審
査会に申立てをすることができます。
　審査の申立てには、費用はかかりません。申
立てについての相談も受け付けています。

◎問い合わせ　福島検察審査会事務局
　（電話：０２４―５３４―２３８４）
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